
様式１

円 円

社 ％

１．一般的事項

はい いいえ

２．実質的関与の確認

はい いいえ

《注意事項》

(1)建設工事の下請契約を締結したものを対象とする。

(2)確認は、原則として工事発注課の工事担当係長が行う。

(3)確認の実施時期は、原則として次に掲げるとおりとする。

　➢工事施工中１回以上実施し、抜き打ちの確認とする。１回で判定が困難な工事は、確認頻度を増すこととする。

(4)確認結果、不備があったときは口頭により指導を行い、改善されないときは、様式２により改善請求を行うと

　ともに、契約担当課長にその内容等を報告する。

下請けの施工
調整及び指導
監督

施工上の技術的指導、施工場所等の調整・指揮において、主体的な役割
を果たしているか。

出来形
品質管理

検査の実施及び結果保存、不具合等の発生時の対応において、主体的な
役割を果たしているか。

完成検査 下請施工分の完成検査において、主体的な役割を果たしているか。

安全管理
安全確保体制の保持、安全教育・安全点検、下請負業者の安全指導にお
いて主体的な役割を果たしているか。

労働安全衛生法の届出、交通管理者等への申請・協議の実施において主
体的な役割を果たしているか。

近隣工事との
調整

近接工事との調整において主体的な役割を果たしているか。

施工計画
設計図書等の内容把握、施工計画の立案において主体的な役割を果たし
ているか。

工程管理
工事全体を把握し，工事の手順・段取りの調整・指揮において主体的な
役割を果たしているか。

項目 確認内容
確認結果

対応

発注者との
協議

発注者との協議において主体的な役割を果たしているか。

左記項目が全
て「はい」の
場合
確認終了

左記項目に１
つでも「いい
え」があれば
一括下請負の
疑いがあるの
で、元請と下
請に意見聴取
を行う

住民への説明 住民への説明、苦情処理において主体的な役割を果たしているか。

官公庁への
届出等

一般的事項

一次下請（1社）の下請金額が、請負額の５０％以上であるか。
（※５０％以上の場合は「はい」にチェック） 左記項目が全

て「いいえ」
の場合
確認終了

左記項目に１
つでも「は
い」があれば
２実質的関与
確認へ

管理業務を下請がしているか。
（下請に丸投げや分担させていれば「はい」にチェック）

同業種の同規模（同ランク）または上位規模の会社が一次下請人が存在
するか。

工区割りされた同時期の隣接工事に、同一会社の一次下請人が存在する
か。

下請負社数 下請率（下請負総額/請負金額）

項目 確認内容
確認結果

対応

工　期 　令和　　 　年　     月　     日  　～  　令和　 　　年　     月　     日

受注者名

請負金額 下請負総額

一括下請負に関する確認票（建設工事の下請契約を締結した場合のみ）

所属 確認者

工事名

課長 係長 監督員

これまでの市点検票をベースに作成した「確認票」です。

請負代金額４千５百万円（建築一式工事は９千万円）未満

の工事のうち、建設工事の下請契約を締結した場合は、こ

の様式（１枚）で確認を行ってください。

請負代金額４千５百万円（建築一式工事は９千万円）以上

の工事は別途、施工体制点検要領上の様式となります。



様式２

                                                       令和　　年    月    日

    　（受注者）

      商号又は名称

      代表者の氏名           殿

  工 　 事  　名

  工  事  場  所

  当初契約年月日     令和　　年　　月　　日

   理　　由

 記入者 職・ 氏名  職 名  氏 名

改　善　措　置　等　請　求　書

                                 記

               下記のとおり「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の第14（15）

工事担当課長        印　　　　

　　　　　 　  条に基づく事項について下記の理由により改善を請求します。

別添４


